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創価大学利益相反マネジメント規程 

 

（目的） 

第１条 本規程は、創価大学（以下「本学」という。）の教職員が関わる利益相反について、創価大

学利益相反マネジメントポリシー （平成30年２月17日制定（ポリシー））に基づき、適切な管理

をするために必要な事項を定め、本学の社会連携活動等を円滑に推進することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本規程における利益相反とは、次の各号に掲げるものをいう。 

(１) 責務相反：教職員が主に兼業活動により、国、地方公共団体、及び営利、非営利を問わず法

人格を有する団体、個人事業者等（以下「企業等」という。）に職務遂行義務を負っていて、本

学における職務専念義務と企業等に対する職務遂行義務とが相反する状況 

(２) 個人としての利益相反：教職員が社会連携活動等に伴って利益を得る行為と、教育・研究と

いう本学における教職員としての責務とが相反する状況 

(３) 組織としての利益相反：本学が社会連携活動等に伴って利益を得る行為と、教育・研究とい

う本学の社会的責務とが相反する状況 

 

（対象者） 

第３条 本規程の適用対象者は、次の各号に掲げる者とする。 

(１) 専任教職員 

(２) その他、利益相反マネジメント委員会が利益相反マネジメントの対象として指定した者 

 

（利益相反マネジメントの対象行為） 

第４条 利益相反マネジメントは次の各号に掲げる行為を対象として行う。 

(１) 教職員が個人として事業を営む行為、及び企業等の従業員等として報酬を得る行為 

(２) 教職員が企業等の役員（理事、監査役、監事等を含む。）として、報酬の有無に係わらず、

その業務に従事する行為 

(３) 教職員が企業等と共同研究及び受託研究を実施する行為 

(４) 教職員が企業等から奨学寄附金及び物品等の寄附を受ける行為 

(５) 教職員及び教職員の一親等以内の親族が役員である企業等と、物品売買、役務の提供等の取

引を行う行為 

(６) 教職員及び教職員の一親等以内の親族が未公開の株式を保有する行為、及び公開株式につい

て発行済株式総数の５％以上を保有する行為 

(７) 教職員が利益相反マネジメントを必須とする外部資金を申請、及び受給する行為 

(８) その他利益相反マネジメント委員会及び利益相反アドバイザーが、利益相反の懸念があると

指摘した行為 

 

（兼業の届出） 

第５条 教職員は、前条第１項第１号及び第２号に該当する場合、事前に兼業届を提出しなければな

らない。ただし、学長の命により、本学の業務として兼業を行う場合は、兼業届の提出は不要とす

る。 

 

（利益相反マネジメント委員会の設置） 

第６条 利益相反マネジメントに関する重要事項について審議し、決定するとともに、利益相反に関

する審査を適正かつ公正に遂行するため、本学に利益相反マネジメント委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

 

（委員会の構成） 

第７条 委員会は、次の者をもって構成する。 

(１) 理事会が指名する理事１名 
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(２) 研究推進センター長 

(３) 地域・産学連携センター長 

(４) 教務部長 

(５) 大学事務局長 

(６) 人事部長 

(７) 学事部長 

(８) その他、委員長が必要と認めた者 

２ 委員会の委員長は、前項第１号の者とする。 

３ 委員長に支障のあるときは、委員長の指名する委員が、その職務を代行する。 

４ 第１項第８号の委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員長は、必要に応じて委員会以外の者を出席させ、意見を求めることができる。 

 

（委員会の開催） 

第８条 委員長は次条に定める審議の必要性が生じた場合、委員を招集し委員会を開催する。 

２ 委員自らの利益相反について審議対象となる場合は、当該委員はその委員会に参加することがで

きない。 

 

（委員会の審議事項） 

第９条 委員会は、次の各号に掲げる内容について審議する。 

(１) 利益相反マネジメントに係る規程等の制定及び改廃に関すること。 

(２) 利益相反による弊害を抑えるための施策の策定に関すること。 

(３) 利益相反に係る審査及び必要な勧告等に関すること。 

(４) 利益相反マネジメントのための調査に関すること。 

(５) 利益相反に関する諸官庁への報告等に関すること。 

(６) 利益相反に関する社会への情報公開に関すること。 

(７) その他、本学の利益相反マネジメントに関すること。 

２ 委員会は、審議内容を理事会に報告するものとする。 

 

（利益相反アドバイザー） 

第10条 利益相反について、教職員からの個別相談への対応及び委員会への助言等を行うため、利益

相反アドバイザーを置くことができる。 

２ 利益相反アドバイザーは、利益相反に関する見識を有する教職員から委員長が任命する。 

３ 利益相反アドバイザーの任期は２年以内とし、再任を妨げない。 

 

（自己申告） 

第11条 教職員は、以下の各号のいずれかに該当する場合（見込みを含む。）は、委員会に自己申告

を行わなければならない。 

(１) 第４条第１項第１号に該当し、本学での就業時間内にその職務等を行う場合。ただし、他の

教育機関での非常勤講師（おおむね週１日以内に限る。）、及び講演会講師、パネリスト、各種

委員等として一時的に報酬を得る場合を除く。 

(２) 第４条第１項第２号に該当する場合。ただし、学長の命により、本学の業務として企業等の

役員に就任する場合を除く。 

(３) 第４条第１項第１号から第５号に定める企業等からの物品、サービス等の購入金額が本学全

体で年間100万円を超える場合 

(４) 第４条第１項第６号及び第７号に該当する場合 

(５) その他、委員会及び利益相反アドバイザーから自己申告の指示があった場合 

 

（情報公開） 

第12条 委員会は、本学の利益相反に関する情報を必要な限度で公表するものとする。 

２ 前項の情報公開に当たっては、対象者の個人情報等の保護に留意するものとする。 
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（守秘義務） 

第13条 委員会の関係者、利益相反アドバイザー、及びその他の関係者は、第11条に基づく教職員の

自己申告の内容、及び委員会の審議の内容等、職務上知り得た一切の情報について、その秘密を守

らなければならない。 

２ 前項の規定に係らず、委員長は、本規程に定める関係各条項に基づいて、理事会に所定の事項を

報告する場合、及び官公署に情報を開示する必要がある場合、並びにその他委員会がその議決によ

り情報を開示する必要があると認めた場合には、必要な相手方に対し、必要な限度で情報を開示す

ることができるものとする。 

 

（事務の主管） 

第14条 本規程に定める事務は、学事部研究支援課が行う。 

 


